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長野県出資等外郭団体「改革基本方針」の改定について 
                                         

１ 見直しの背景 

県では、長野県出資等外郭団体「改革基本方針」を平成 16年に策定し、平成 20年の改訂を経て外

郭団体の改革に取り組んできたが、平成 20 年の改訂から４年が経過し、社会経済情勢の変化などに

対応した見直しが必要となっている。 

更に平成 23 年度に実施された包括外部監査の結果報告においても、県の改革基本方針、外郭団体

の運営や県の関与のあり方等について検討することが必要とされたため、長野県外郭団体等検討委員

会を設置、議論を行っていただき、今回、当該委員会の検討結果を踏まえ、「改革基本方針」の見直

しを行った。 

 

２ 見直し検討の経過 

開催回（期日） 区分 検  討  内  容 
第１回 

（5 月 30 日） 

 

委員会 ・外郭団体見直しの経過及び状況、見直しの検討における論点等につい

て説明、質疑 

・重点検討団体（６団体）の選定、委員会の進め方等について意見交換 

・重点検討団体以外の 37団体について、社会経済情勢の変化等により改

革基本方針の修正が必要な団体について部会方式による検討を行う旨

を決定 

第２回 

（6 月 25 日） 

委員会 

 

・包括外部監査人からの説明、質疑 

・対象団体ヒアリング（林業公社、農業開発公社） 

委員会 

 

・対象団体ヒアリング（住宅供給公社、観光協会、松本空港ターミナル

ビル、文化振興事業団） 

・追加説明、質疑（林業公社、農業開発公社） 

第３回 

（7 月 23 日） 

第４回 

（8 月 31 日） 部 会 ・「改革基本方針」の修正が必要な団体について説明、質疑 

委員会 ・追加説明、質疑（６団体） 第５回 

（9 月 21 日） 
部 会 ・「改革基本方針」の修正の要否について議論 

委員会 ・「委員会としての提言」（６団体）の素案を取りまとめ 第６回 

（10 月 29 日） 部 会 ・第５回に続き修正の要否について議論 

第７回 

（11 月 16 日） 

委員会 

 

 

・「委員会としての提言」（６団体）の取りまとめ及び知事への報告 

・部会検討結果の委員会報告、了承 

・団体に対する県の指導・監督の区分（監理団体と報告団体）等につい

て確認 

12 月 27 日 ・委員会による検討結果の公表 

1 月 17 日～2月 4日 ・「改革基本方針」改訂版（案）に係るパブリックコメント（１３件） 
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３ 見直しの概要（個別団体の基本方針一覧については、別表参照） 

（１）重点検討団体に係る見直し 

検討委員会において重点的に検討を行った下記６団体については、委員会における議論を踏まえ、

基本方針を見直し 
 

団 体 名 
(｢長野県｣を略) 改革基本方針（改訂後）のポイント 

松本空港 

ターミナルビル(株) 

「経営基盤の安定化」 

・「中期経営改革プラン」に基づき、平成 27 年度までに単年度収支を黒

字化 

・新たな賃料収入の確保、営業支出の削減、賑わいの創出などに取り組み、 

経営基盤を安定化 

(財)文化振興事業団 「中長期的な視点に立った人材育成」 

 ・毎年必要性を精査しつつ、当面、最小限の県職員を派遣 

・県の文化振興施策の充実について再検討を進めるとともに、事業団の

役割を明確に位置付け、事業・施策を選択実施 

(社)信州・長野県 

観光協会 

「経営の自立化を図りつつ、観光の牽引役として活躍できる職員の育成」 

 ・平成 25 年度に県（観光部）との役割分担を整理 

  収益事業の拡充と外部人材の登用及び職員の資質向上 

・観光のプロとして経営的にも自立するため、プロジェクトを企画・推

進できる職員の育成 

(財)農業開発公社 「早期の債務整理と更なる経営改革」 

 ・平成 25 年度に債務の解消 

・地域における「人・農地プラン」の作成支援を行うとともに、担い手へ

の農地利用集積を促進 

(社)林業公社 「団体のあり方の検討」(引き続き経営改善の推進) 

 ・平成 25 年度中に、新たな専門委員会を設置し、詳細な検討を実施 

・経営改善に係る新たな計画を策定し、コスト削減に取り組むほか、毎

年の長期収支予測を実施 

(特)住宅供給公社 「県・市町村公営住宅管理業務等の受託拡大」（公営住宅の管理等受託機

関として、引き続き県・市町村の支援業務に特化） 

 ・毎年管理業務の経営シミュレーションを更新 

・新規の分譲事業や賃貸住宅建設事業は行わず、県・市町村の支援業務

に特化 

  

（２）重点検討団体以外の団体に係る見直し 

重点検討団体以外の 37 団体について、公益法人制度改革への対応など、団体の実情等に応じ表

記の修正や整合等を図るとともに、４団体については、県の外郭団体の定義から除外 
 

（３）基本方針に係るその他の見直し 

ア 方針の「基本的な考え方」に、 

・県の外郭団体等への出資金等の取扱いについて、出資等の成果を検証の上、役割を終えているな

どと認められる場合は取扱いについて団体と協議を行うこと 

・仕組債への対応について、資金運用に当たり、公金取扱方針を定め、新たな仕組債は購入しない

など、適正なリスク管理に努めること  について記載 

イ 方針の「改革実施にあたっての留意点」に、重点的に指導・監督を行う「監理団体」と報告を

受ける「報告団体」に区分し、必要な指導・監督を行うことについて記載 
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【別表】団体ごとの基本方針一覧 
 
 

団   体   名 改革基本方針（改訂版） 
（参考）これまでの 

改革基本方針 

０１ （公財）長野県消防協会 必要な県関与の継続 必要な県関与の継続 

０２ （特）長野県土地開発公社 

機能の存続 

（公社の機能・制度の活用が有利な事業

に限定し、事業量に応じた必要最小限

の職員体制により、機能を存続） 

事業の縮小（機能は存続） 

（公社の機能・制度の活用が有利な事業

に限定して実施し、プロパー職員ゼロの

組織・人員体制とする。） 

０３ 松本空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ（株） 経営基盤の安定化 

県関与の見直し 

（筆頭株主として県が事業活性化の責任

を果たしたうえで、将来的には県の関与

を見直す） 

０４ しなの鉄道（株） 事業推進に対して積極的に支援 事業推進に対して積極的に支援 

０５ （財）長野県文化振興事業団 中長期的な視点に立った人材育成 県の人的関与の抜本的な縮減 

０６ （社）長野県私学教育協会 自立的な運営 （県の財政的関与の廃止） 

０７ （公財）長野県ｱｲﾊﾞﾝｸ・臓器移植推

進協会 
事業推進に対して積極的に支援 事業推進に対して積極的に支援 

０８ （社福）長野県社会福祉協議会 自立的な運営 団体の自立的な運営 

０９ （公財）長野県長寿社会開発ｾﾝﾀｰ 必要な県関与の継続 必要な県関与の継続 

１０ （財）長野県健康づくり事業団 自立的な運営 自立的な運営を継続 

１１ （社福）長野県社会福祉事業団 自立的な運営 
県の人的関与を廃止し、財政的関与の

あり方を見直す 

１２ （公財）長野県生活衛生営業指導ｾﾝ

ﾀｰ 
事業の効率化 運営経費の見直し 

１３ （財）長野県下水道公社 自立的な運営 県関与の廃止 

１４ （公財）長野県中小企業振興ｾﾝﾀｰ 必要な県関与の継続 必要な県関与の継続 

１５ （特）長野県信用保証協会 事業の効率化 現在の体制で事業の効率化を図る 

１６ （公財）長野県ﾃｸﾉ財団 事業推進に対して積極的に支援 事業推進に対して積極的に支援 

１７ （財）塩尻・木曽地域地場産業振興ｾ

ﾝﾀｰ 
塩尻市主導の運営を継続 塩尻市主導の運営を継続 

１８ （公財）南信州・飯田産業ｾﾝﾀｰ 飯田市主導の運営を継続 飯田市主導の運営を継続 

１９ （特）長野県職業能力開発協会 自立的な運営 団体の自立的な運営を継続 

２０ （株）長野協同ﾃﾞー ﾀｾﾝﾀｰ 事業推進に対して積極的に支援 事業推進に対して積極的に支援 

２１ （社）信州・長野県観光協会 
経営の自立化を図りつつ、観光の牽引

役として活躍できる職員の育成 
団体の自立的な運営 

２２ （財）長野県国際交流推進協会 
民間主導の団体として運営しつつ、必

要な県関与の実施 

民間主導の団体として運営しつつ、必

要な県関与の実施 
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団   体   名 改革基本方針（改訂版） 
（参考）これまでの 

改革基本方針 

２３ （特）長野県農業会議 事業の効率化 現在の体制で事業の効率化を図る 

２４ （社）長野県原種ｾﾝﾀｰ 事業の効率化 事業の効率化 

２５ （公社）長野県畜産物価格安定基金

協会 
他の畜産関係団体との統合を検討 他の畜産関係団体との統合を検討 

２６ （社）長野県果実生産出荷安定基金

協会 
自立的な運営 県の人的関与は今後も行わない 

２７ （財）長野県農業開発公社 早期の債務整理と更なる経営改革 現在の体制で事業の効率化を図る 

２８ （社）長野県農業担い手育成基金 事業の効率化 現在の体制で事業の効率化を図る 

２９ （特）長野県農業信用基金協会 事業の効率化 現在の体制で事業の効率化を図る 

３０ （一社）長野県林業ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 自立的な運営 自立的な運営の継続 

３１ （財）長野県林業労働財団 事業の効率化 存続 

３２ （社）長野県林業公社 
団体のあり方の検討 

（引き続き経営改善の推進） 

経営改善の推進 

（収入間伐の積極的な実施や分収率の

見直し等を引き続き実施し経営改善を図

る。） 

３３ （一財）長野県林業用苗木安定基金

協会 
自立的な運営 県関与は今後も行わない 

３４ （公財）長野県緑の基金 民間主導の団体として運営 民間主導の団体として運営 

３５ （公財）長野県建設技術ｾﾝﾀ  ー 自立的な運営 自立的な運営の継続 

３６ （特）長野県道路公社 
団体の廃止 

（平成 38 年度、事業期限到来時） 

団体の廃止 

（平成 38 年度、事業期限到来時） 

３７ （特）長野県住宅供給公社 

県・市町村公営住宅管理業務等の受託

拡大 

（公営住宅の管理等受託機関とし

て、引き続き県・市町村の支援業務に

特化） 

事業の縮小 

（公営住宅の管理等受託機関として県・

市町村の支援業務に特化） 

３８ （公財）長野県体育協会 
業務量に見合った効率的な業務の実

施 

業務量に見合った効率的な業務の実

施 

３９ （公財）長野県暴力追放県民ｾﾝﾀｰ 必要な県関与の継続 必要な県関与の継続 

 

【除外団体】 

団   体   名 理  由  等 

 （社）長野県地域包括医療協議会 

 （一財）長野県建築住宅ｾﾝﾀｰ 

 （社）長野県私立幼稚園協会 

（社）長野県私立短期大学協会 

県の人的・財政的関与の廃止による外郭団体の定義からの除外 
（Ｈ25 年） 

 


